
37条の11の3第1項又は第２項の規定の適用をうけることをやめたいので、租税特別措置法施行令第２５条の10の6第１項の規定により、この旨届

出ます。

●変更項目 （□にレ印のうえ該当欄に御記入ください。）

□ ①変更
□（１）住所・氏名等の変更

（フリガナ） （フリガナ）

（フリガナ） （フリガナ）

□（２）特定口座源泉徴収選択コースの廃止

※変更は、年の最初の譲渡（売却）注文以前までに行なっていただく必要があります。なお、お申込みの時期によりお客様のご意向に

沿うことのできない場合がございます。予めご了承ください。

※特定口座源泉徴収選択コースのお申込みにつきましては、「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出が必要です。

□ ②廃止

※特定口座の廃止を行なった場合、同年内に再度特定口座を開設することはできません。ご注意ください。

□ ③移管（丸三証券の他の営業所への移管）

（兼特定口座源泉徴収選択廃止届）

丸三証券株式会社　御中
平成 　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

特定口座廃止・特定口座異動届出書 お客様コード

ご
住
所

〒 □□□-□□□□ 電話番号　（　　　　　　）　-　（　　　　　　　）-（　　　　　　　）

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

ご
氏
名

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 生 年 月 日 お届出印
□明治    □大正
□昭和    □平成 印

年 　　　　　月 　　　　　日

   ご住所

   ご氏名

私は、租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2項の規定の適用を受ける特定口座に係る貴社への届出事項を下記のとおり変更したいので、

租税特別措置法施行令第25条の10の４第１項及び第２項の規定により、この旨届出ます。また、特定口座の廃止については、租税特別措置法第

変更前 変更後

届
出
印

特  定  口  座  の  廃  止 印

特定口座源泉徴収 届
出
印

私は、租税特別措置法第37条の11の4第1項の適用を申込んでおりましたが、同規定
の適用を受けないことを届出いたします。

印
選択コースの廃止

受理日付印
特定口座を開設

移管前 移管後

部支店名（店コード）
店コード 店コード

（氏名又は住所変更の場合）（氏名又は住所変更の場合） 

している営業所等 部支店名

平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日  他の営業所への移管希望日

摘要 確認書類の名称 確認者印

店コード

所   在   地

社用欄

所在地

 

東京都中央区日本橋2-5-2

通信販売部  ０７

担当者所属長部店長 管理責任者

お　客　様　コ　ー ド扱者コード部 店


